
図 6 市民，地域と行政が実現する新総合計画の仕組み
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第６章　藤沢づくりと地域づくりの仕組みと進め方
１　藤沢づくりと地域づくりの視点

（１）　基本構想における「藤沢づくり」のポイント

ア　新しい公共
市民、市民ボランティア、ＮＰＯ、大学、企業等の知恵と力を集め、民間と

行政とのパートナーシップを強化し、それぞれの持つ資源やノウハウを活用し
ながら、多様な主体との公民連携による「新しい公共」を実現します。

イ　地域分権（市内分権と地域内分権）
市の権限と予算などを市民センター・公民館に分散する「市内分権」と地域

経営会議と市民センター・公民館が連携して地域のめざす方向を明らかにし、
自助・共助・公助によって地域づくりを進める「地域内分権」を進めます。

（２）　 新総合計画の位置づけ
地域市民※ 8、コミュニティ※ 9 と行政が協働で活用する「地域経営※ 10」や「市

民主体の藤沢づくり」を推進する計画として位置づけています。

 ※ 8 地域市民：地域に住み、働きまたは学びながら、地域の経営に参画する市民を表す言葉として、
一般的な「地域住民」という言葉と区別して使っています。 

 ※ 9 コミュニティ : 地域における自治会、町内会、地縁団体をはじめとする、生活や社会を築く上で必
要な互助、協力などの「つながり」をつくる団体や「つながり」自体をいいます。 

※ 10 地域経営：「地域市民」、コミュニティと行政が、それぞれ自律して行動し、お互いに協働・共創
しながら、各地区や市全体の暮らしやすさと豊かさの向上をめざして、まちの経営を進めること
です。
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（３）　地域まちづくり計画（基本計画）と地区別まちづくり実施計画（実施計画）

ア　地域まちづくり計画の策定
地域経営会議と市民センター・公民館は、地域経営戦略 100 人委員会等で

の検討内容をふまえ、「地域市民」の声を聞きながら、地域まちづくり計画（案）
を策定します。

イ　地区別まちづくり実施計画の策定
地域経営会議と市民センター・公民館は、地域まちづくり計画に基づき、「地

域市民」の声を聞きながら、地区別まちづくり実施計画（案）を策定します。
地区別まちづくり実施計画（案）は、市民の身近な暮らしやすさを実現する

ための生活環境や活動、サービスの中身を示す計画とします。

ウ　地域まちづくり計画の評価・見直し
地域まちづくり計画は、前期（６年）、後期（６年）の 12 年間の計画とし、

３年ごとのローリング（計画の実行→分析・評価→計画の修正）を行います。
また、予測困難な社会情勢、経済情勢の変化が生じた場合は、必要に応じて

見直します。

エ　地区別まちづくり実施計画の評価・見直し
地域経営会議と市民センター・公民館は、１年ごとに、事業と財政計画、Ｐ

ＤＣＡサイクルによる進捗管理、社会状況の急激な変化等への対応を図りなが
ら、次の実施計画につなげます。

（４）　永続的な活動の展開
新総合計画は、以上のように、基本計画と実施計画を策定して終了するもの

でなく、地域経営や市民主体の藤沢づくりを永続的に進めていく計画です。
したがって、基本計画、実施計画の進捗管理はもとより、地域内で活動して

いる自治会、町内会、市民ボランティア、ＮＰＯ、大学、企業等の協働によっ
て、地域資源を最大限活用した様々な地域まちづくりを誘発、推進、連携して
いくことが重要です。

また、実践の中での様々な、自助・共助・公助によって、地域づくりを進め
ていくことが必要となります。

このような視点に立って、地域づくりの仕組みと進め方を各地区が実践活動
の中から築き上げることが期待されています。
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２　基本計画・実施計画を推進する仕組み

基本計画と実施計画を推進するためには，計画だけでなく計画を推進する仕組みが
必要となります。

（１）　藤沢づくりの仕組み

ア　中長期アウトカム指標に基づく基本計画・実施計画の検証に当たり、満足
度、実現度、達成度等の検証を行うための仕組み

イ　「私たちの藤沢づくり」を市民・市民ボランティア・ＮＰＯ・大学・企業
等の多様な主体との公民連携を進めていくための仕組み

ウ　藤沢づくりを進めていくための情報発信と市民との情報共有の仕組み
エ　基本計画の３年ごとのローリング、実施計画の１年ごとのローリング作業

を行うに当たって、市民の声を新総合計画の進捗管理に反映させる仕組み
オ　「私たちの政府」による藤沢づくりを進めていくための地域内分権推進の

仕組み

（２）　地域づくりの仕組み

ア　基本計画、実施計画をＰＤＣＡサイクルで検討するための地域市民の満足
度等の把握、地域市民の声を聞く仕組み

イ　地域経営会議と市民センター・公民館が中心となって、実施計画等を毎年
度検証する仕組み

ウ　地域づくりを推進するための情報発信、情報共有の仕組みづくり
エ　地域が主体となって、市民・市民ボランティア・ＮＰＯ・大学・企業等の

連携によって地域まちづくりを進める仕組み
オ　地域コミュニティを豊かにするための公共資産（市民の家など ) の有効活

用を進める仕組み
カ　地域の様々な活動主体が中心となって進める、自助・共助・公助による地

域づくりの推進の仕組み
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第７章　中長期財政計画
１　中長期財政の考え方

総合計画策定にあたっては、従来から基本計画の計画期間における、歳入歳出
見込を検討し、計画期間内の財政計画を合わせて策定してきました。しかしなが
ら、総合計画実施計画事業の年度毎の事業費と財政計画の歳出見込額は、必ずし
も一致しせず、各年度の予算編成作業の過程で、総合計画事業費を含む歳出全体
について、年度毎に見込む歳入との調整を行わなければ予算が編成できませんで
した。

総合計画の財政計画と各年度の予算に大きな乖離が生じる原因としては、歳出
面においては、計画事業の進捗が当初計画時点のスケジュールどおりに進行せず、
遅延・前倒しが発生し、各年度に割り当てられた事業費が年度間をまたいで増減
すること、また、技術革新や物価動向による当初積算額と実勢価格の乖離が発生
すること、新たな社会保障制度創設による歳出増などがあることなどによるもの
です。歳入面については、消費税等を含む国の税制改正や補助制度の大幅な変更、
世界経済をも含む景気動向に大きく影響される個人市民税や法人市民税、償却資
産税、地方譲与税、株式譲渡所得割交付金、地方消費税交付金の増減など、歳出
面よりもさらに大幅に外的要因の影響を受けることによるものです。

新たな総合計画基本計画策定にあたっては、「市域全体のまちづくり計画」「地
域まちづくり計画」ともに、財源に裏付けられた実効性のある計画としなければ
なりません。しかし、現在の社会経済情勢を踏まえた時、正確な予測は不可能で
あり、基本構想の考え方同様に、変化に対応できる財政計画とする必要性があり
ます。そのためには、第一に「中長期財政計画」と「短期財政計画」の二つの財
政計画によって、常に直近の社会経済情勢を反映できる計画とすること、第二に

「基本計画」「実施計画」の進捗管理にあわせて見直しを行う計画とすることが必
要です。

また、基本計画の「新しい公共」の視点に立って、「市民にできることは市民に」
「民間にできることは民間に」の考えに基づき、市民・市民ボランティア・ＮＰＯ・
大学・企業等と行政が協働・連携を進めていきます。また、行政予算を伴わない「自
助・共助」による事業への取り組みや、短期集中で実施すべき事業と年次計画に
そって長期間をかけて計画的に実施すべき事業に分類し、どの時点でどの程度の
財源を振り向けるべきかを見極め「選択と集中」を図る必要があります。

そこで、新総合計画基本計画の中長期財政計画では、実施計画につなげる基本
方針を次のとおり定めます。
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（１）　実施計画で定める総合計画事業について

基本計画は情報体系の集約として策定し、個別の総合計画事業について
は実施計画で定めるものとします。実施計画で定める総合計画事業につい
ては、「新しい公共」の視点による事業と「選択と集中」により短期で実
施すべき事業と中長期で実施すべき事業とに分類し、メリハリある計画と
します。

（２）　実施計画策定時に考慮すべき新たな視点について

ア　新総合計画実施計画では、「新しい公共」の視点から、全ての総合計
画事業について、市民・市民ボランティア・ＮＰＯ・企業等と行政など、
事業を担うべき事業主体について検討することとします。

また、「国」「県」「市」といった行政として主体的に担う役割につい
ても合わせて検討することとします。

イ　公共施設の新たな運営形態や施設の改築事業、新設事業については、
原則として行政の単独事業としては実施しません。これらの事業は、「公
民連携」の視点に立ち事業費の圧縮や年度間の歳出平準化を検討すると
ともに、財源構成に関しても留意することとします。

ウ　「市内分権」「地域内分権」の視点から、本庁が担うべきか、地域に権
限と予算を移譲して実施すべきか、自助、共助による地域づくりを進め
るべきか検討することとします。

２　中長期財政計画

新総合計画における活動は「私たちの政府」により行われるものです。
したがって、活動のための財源は市税等だけではありません。人的資源、知的

資源、文化、アイデアなどのすべての資源を対象に、消費だけでなく増やすこと
も含めた活動が重要となります。

武田薬品工業の新研究所開設及び湘南シークロスへの企業進出による税収の増
要素はあるものの、少子化・高齢化の進展、人口減少社会の到来、低成長社会の
到来により、歳入の根幹である市税収入は減少することが予測され、反対に歳出
では、扶助費等の社会保障費は増加する傾向にあります。

更に社会経済情勢が絶えず変化することを前提にすれば、総合計画事業として
担保すべき事業に、どの程度財源を投入できるかは、大変不透明な状況にあると
言えます。

その中で、生活の豊かさや暮らしやすさなど、生活者の実感に基づく、生活文
化の根幹やセーフティネットを支えるために、市民、地域と行政が、ＮＰＯ、企
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業など様々な藤沢の主体と連携していくなかで、協賛の確保、ネーミングライツ、
基金の活用、公共資産の有効活用についても積極的に検討します。

中長期財政計画では、平成 34 年度までの歳入歳出見込額を積算し、単年度毎に、
総合計画事業を含む政策的経費にどの程度の財源が振り向けられるかを示し、収
支均衡の財政計画とします。

また、歳入歳出見込額の積算にあたっては、以下の点について考慮することと
します。

（1）　前提条件の設定

計画期間全体にわたり、社会保障制度の改正や税制改正など不透明な要
素が存在するため、歳入歳出見込額の積算にあたっては前提条件を設定す
るものとします。

（主な歳入に係る前提条件）

ア　【市税】

・平成 22 年度税制改正による改正内容を反映させた上で、改正以外の部分
については現行制度を基本として税収を推計します。

・個人市民税については、経済情勢による個人所得の伸縮見込みや推計人口
に基づく納税義務者数の減少見込み等をもとに推計します。

・法人市民税については、経済情勢による企業の業績予想等をもとに推計す
るとともに、武田薬品工業の新研究所開設及び湘南シークロスへの企業進
出による税収増を見込みます。

・固定資産税及び都市計画税については、平成 22 年度決算見込額をもとに
今後の評価替えの影響見込み等をもとに推計するとともに、武田薬品工業
の新研究所開設及び湘南シークロスへの企業進出による税収増を見込みま
す。しかしながら、土地の公示価格は２年連続して下落しており、今後も
動向を注視します。

イ　【地方譲与税・各種交付金】

・平成 22 年度決算見込額をもとに推計します。
・地方消費税交付金については、消費税増税に関する論議や、このところの

消費低迷、物価下落から不透明な状況にあるため、平成 22 年度決算見込
額をもとに推計します。

・地方特例交付金のうち児童手当及び子ども手当特例交付金については、平
成 22 年度実施された現行制度を基本にして推計します。
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ウ　【国庫支出金・県支出金】

・社会保障費などの経常的経費に係る国庫補助金及び県支出金については平
成 23 年度概算所要額及びこれまでの増減率をもとに推計します。

・投資的経費に係る国庫補助金及び県支出金については、平成 23 年度概算
所要額及び財政需要額の推計をもとに推計します。

・見直し等が決定されているものを除き、現行制度が継続するものとして推
計します。

エ　【分担金及び負担金】

・平成 23 年度概算所要額をもとに推計します。

オ　【使用料及び手数料】

・平成 23 年度概算所要額をもとに推計します。

カ　【財産収入】

・財産貸付収入及び基金利子収入については、平成 23 年度概算所要額をも
とに推計します。

・財産売払収入については、処分可能な資産の状況をもとに処分可能と見込
まれる時期にその見込額を計上します。

キ　【繰入金】

・平成 23 年度概算所要額をもとに推計します。

ク　【繰越金】

・これまでの実質収支をもとに、今後の財政状況を見通して推計します。

ケ　【市債】

・普通債については、現行の地方債制度が継続するものとして、投資的経費
に係る財政需要額の推計をもとに市債発行額を推計します。

・臨時財政対策債については、今後も制度が継続するものとして発行額を推
計します。

・財政調整基金については、今後も経済事情の著しい変動により，財源が著
しく不足する場合においては，基金を処分しますが、中長期財政計画では
考慮しません。
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（歳出全般及び経常的経費に係る前提条件）

ア　ここ数年の景気動向により、物価上昇率・地価上昇率等は下落傾向にあり、
今後も継続するのか、上昇傾向へシフトするのかが不透明なため、考慮しませ
ん。

イ　消費税増税や新税、税制改正は考慮しません。

ウ　国庫支出金、県支出金については、終了年度や創設年度が明らかな場合を除
き、現行の補助率、補助単価等で積算します。

エ　起債充当率は、制度変更が明らかな場合を除き、現行充当率で積算します。

オ　特定目的基金を財源とする事業については、基金残高が無くなった以降は事
業廃止を原則とし、一般財源対応若しくは、年度末における一般財源の不要額
積立は原則行いません。

カ　対象増による積算は人口推計によるほか、過年度の伸び率、減少率で積算し
ます。

キ　平成 24 年度以降の事業費については、年度毎の歳出全体額と歳入額を考慮
し、「新しい公共」や「選択と集中」の視点から、一定の査定を行った上で位
置づけることとします。

ク　【人件費】

・平成 22 年度の給与ベースをもとに、退職者数の増減により推計します。

ケ　【扶助費】

・平成 23 年度概算所要額及びこれまでの扶助費の増減率を考慮した上で推
計します。

コ　【公債費】

・平成 21 年度までの既発行分については、償還計画に基づき見込みます。
・平成 22 年度の発行予定分については、現計予算での発行予定額に基づき

償還額を見込みます。
・平成 23 年度以降の普通債については、投資的経費に係る財政需要額に充

当できる市債発行見込額により償還額を推計します。
・平成 23 年度以降の臨時財政対策債については、今後も制度が継続するも

のとして推計した発行額見込額により償還額を推計します。

サ　【物件費】

・平成 23 年度概算所要額及びこれまでの増減率をもとに、経常的経費の抑
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制を目標として推計します。

シ　【維持補修費】
・平成 23 年度概算所要額及びこれまでの増減率をもとに、施設の老朽化進

行による維持補修費の増を考慮して推計します。

ス　【補助費等】
・平成 23 年度概算所要額及びこれまでの増減率をもとに、経費抑制を目標

として推計します。

セ　【積立金】
・平成 23 年度概算所要額及びこれまでの増減率をもとに、基金運用収入等

の積立見込額を推計します。

ソ　【投資及び出資金・貸付金】
・貸付金については、平成 23 年度概算所要額をもとに、今後の貸付金融資

残高の推移から所要見込額を推計します。

タ　【繰出金】
・対象となる経費の償還計画をもとに、各年度の所要額を推計します。

（２）　特定財源の積極的な確保

景気低迷による法人市民税の減収や個人市民税の減収をはじめ、少子高齢化
の進展など労働人口の減少に伴う個人市民税の減収などを考慮すると、非常に
厳しい財政状態が続くことが中長期的に予想されるため、国庫支出金や県支出
金等の情報収集に努め、特定財源の積極的な確保を図るものとします。

（３）　社会資本の老朽化

市庁舎、公立小中学校、市民センター・公民館などの公共施設や橋りょう、
下水道などの社会資本の老朽化が大きな問題となっていますが、改築等には莫
大な経費を要することから、長寿命化を図るとともに、「公民連携」の視点に
立ち事業費の圧縮や年度間の歳出平準化を図ります。

（４）　公民連携事業化提案制度の積極的な活用

自治体財政が大変厳しい状況下で、社会保障サービスの維持や社会資本の老
朽化は喫緊の課題となっています。

このような状況の中で、例えば、老朽化、機能低下した公共施設、道路、橋
梁、下水道等の都市基盤施設の機能更新にあたっては、公共資産の有効活用の
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視点に立って、民間提案方式、民間資金の導入を進めていくことにより、財政
の平準化を図る必要があります。

今後は、藤沢市公民連携基本方針に基づき、2010 年（平成 22 年）４月に
制定した「藤沢市公民連携事業化提案制度」の活用を図り、民間等のノウハウ、
技術、資金を積極的に導入し、効率的、効果的なサービスの姿を追及していき
ます。

公民連携事業化提案制度の概要

（５）　大規模プロジェクト事業の取扱い

現在進行中の大規模プロジェクト事業の事業費を中長期歳出見込額に算入す
ることは、不確定要素が多く過大な財政需要を見込む恐れがあること、事業費
については年度毎の予算編成過程で精査され決定されるものであり、中長期財
政計画において事業費を保障するものではないことなどから、中長期財政計画
においては、事業の進捗状況などから優先順位を付け、年度毎の歳出全体額と
歳入額を考慮し、事業費の先送りや縮減を行った上で位置づけるものとします。
年度毎の詳細な事業費については、財源構成も含め短期財政計画において反映
することとします。

３　中長期財政計画と短期財政計画の関係

中長期財政計画の方針に従い、短期財政計画を実施計画に示します。
中長期財政計画策定後の社会情勢や経済情勢等の変動による歳入歳出への影響

は、年度単位で調整し実施計画の見直しに合わせて短期財政計画に反映すること

①　「藤沢市公民連携事業化提案制度」は、公民連携の基本理念に従い、
「豊かな公共」を ｢小さな政府｣ で実現するため、最も効率的、効果
的なサービスの提供を行うという観点に立ち、市民・市民ボランティ
ア・ＮＰＯ・大学・企業等の多様な主体とのパートナーシップによって、
これまで行政主導により行われてきた公共サービスの領域を、提案者
のノウハウや創意工夫によって抜本的に見直し、行政と市民・市民ボ
ランティア・ＮＰＯ・大学・企業等の連携、協働による役割分担と責
任に基づき公共サービスを提供することが可能と考える市民や各種団
体等が、自由にアイデアを提供することができるものです。本制度に
おいて採択された提案は、その後、事業化を検討していきます。

②　公民連携事業化提案制度は、すべての行政事業を対象として、自由
に企画提案を行う「一般事業提案」と市が示す特定課題及び要件に基
づき、提案先が企画提案を行う「特定課題事業提案」により実施します。

公民連携事業化提案制度の概要
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とします。財源不足に対する調整にあたっては、「事業仕分け」「事業再構築」に
よる他、「事業の先送り」などで対応します。

中長期財政計画については、６年経過時に基本計画を見直す際、残存期間につ
いて見直すこととします。

４　新総合計画基本計画に基づく政策仕分けによる実施事業の選定

（１）　実施計画策定の前提

基本計画で示された目標とするあるべき姿としての「戦略目標」を実現
するために、状況の分析から導かれた、目標をより具体化した活動の指針
としての「政策」、そして政策を実現する具体の活動としての「実施計画」
が設定されます。

（２）　政策仕分け

実施計画と中長期財政計画及び短期財政計画の整合性と関連性をより明
確にするために、政策から実施計画への移行にあたっては、戦略性をもっ
て「選択と集中」を図るための政策仕分けを行います。

（３）　政策仕分けの視点

政策仕分けの視点としては、次のとおりです。

ア　行政経営資源の有効配分の視点
イ　基本計画を具体化する優先度、緊急性と政策の波及効果の視点
ウ　新しい公共と地域分権の視点
エ　公民連携事業化提案制度に基づく民間等のノウハウ、技術、資金導

入の視点
オ　「ふじさわ未来課題」により市民ニーズが高く、新総合計画の実現

に先導的役割を持つ事業の視点
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５　中長期歳入歳出見込額

平成 23 年度から平成 34 年度までの歳入、歳出（経常的経費、政策的経費）
見込については、次のとおりです。




